
第５８００号 令和７年３月２７日 

 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

 

目        次 

  

◇ 告  示 

 

 

ページ 

 

〇 北九州市宅地防災工事等資金融資制度要綱の一部改正【都市戦略局計

画部開発指導課】 ２ 

  

◇ 公  告 

  

〇 道路の廃止【都市戦略局指導部建築審査課】 

３ 

〇 道路の指定【都市戦略局指導部建築審査課】 

４ 

  

◇ 上下水道局 

  

〇 北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規

程【上下水道局水道部計画課】 ５ 

〇 北九州市工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程【上下水道局

水道部計画課】 ６ 

〇 北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程【上下水道局総務

経営部経営企画課】 ７ 

  

 

  

 

  

 

 

1



北九州市告示第８７号 

北九州市宅地防災工事等資金融資制度要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 
 令和７年３月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
   北九州市宅地防災工事等資金融資制度要綱の一部を改正する告示 

北九州市宅地防災工事等資金融資制度要綱（昭和４７年北九州市告示第１３

８号）の一部を次のように改正する。 
第１条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改め

る。 
第４条第３号中「宅地造成等規制法第１６条第２項」を「宅地造成及び特定

盛土等規制法第２２条第２項若しくは第４１条第２項」に、「第１７条第１項

若しくは第２項」を「第２３条第１項若しくは第２項若しくは第４２条第１項

若しくは第２項」に改める。 
第６条第５号、第９条第５号及び第１５条第５号中「宅地造成等規制法第９

条」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第１３条又は第３１条」に改める。 
  付 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）による

改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１６条第２項の

規定による勧告又は同法第１７条第１項若しくは第２項の規定による命令を

受けた者に係る宅地防災工事のための資金の融資については、改正前の第４

条第３号の規定は、この告示の施行の日以後も、なおその効力を有する。 
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北九州市公告第１９１号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年３月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和７年３月２７日 第７号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市小倉南区北方一丁目９２５

番５、９２５番８、９２６番１、９

２８番１、９２８番７、９３２番１

及び９３２番３ 

４．００ ５０．００ 
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北九州市公告第１９２号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年３月２７日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和７年３月２７日 第７５５４０４号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北九州市小倉南区中曽根四丁目

１３２３番１ 
３０．７８ ５．００～５．０２ 
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北九州市上下水道局管理規程第１号 
北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を次

のように定める。 
令和７年３月２７日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 
北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正す 
る規程 

 北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道  
局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。  
                         「指定年月日     
                          有 効 期 限 
  年  月  日  
  年  月  日」  
   付 則  
 （施行期日）  
１ この規程は、公布の日から施行する。  
 （経過措置）  
２ この規程の施行の際現に交付されている改正前の様式による北九州市上下

水道局指定給水装置工事事業者証は、改正後の様式による北九州市上下水道

局指定給水装置工事事業者証とみなす。  

様式中「指定年月日      年  月  日」を 

に改める。  
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北九州市上下水道局管理規程第２号 
北九州市工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める

。 
令和７年３月２７日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 
北九州市工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程 

 北九州市工業用水道条例施行規程（昭和５８年北九州市水道局管理規程第１  
３号）の一部を次のように改正する。  
 第８条中「第２１条第４項第３号」を「第２１条第６項第３号」に改める。  
   付 則  
 この規程は、公布の日から施行する。  
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北九州市上下水道局管理規程第３号 
北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年３月２７日 
               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程 
北九州市上下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号

）の一部を次のように改正する。 
第４２条の２第２項中「解体等積立金」の次に「及び一般送配電事業託送供

給等約款料金算定規則（平成２８年経済産業省令第２２号）第１条第２項第３

号に規定する発電側託送供給料金」を加える。 
   付 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
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